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（5）補勤金・手当等．

　区が設立した財団法人や、個人・団体割±対して各穫の補助金を支由し亡いま

す。

　近年これらの総額1ま、’46億内を超えてきました。’

　また、樹峨鼓の充実を図るため、様々な手当を支給しています。その総額も、

60億円を超えています」

このような状況を踏まえ、平成12年摩予箏の編典…あ牟って・・r12年度杉並区

行財敏再建緊急プラン」にそづて、補助金・手当等を見直しました

O’鞭法今箏1・対して人牌や運営養㈱瞬してい師二赦・州」・芦．

裟路㍗アプくリを㍗甲ど千㍗㌃狐各種㍗
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補助金あ総額と補助金φ種類の推移．
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（単位 ’億円’〕
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公社等への運営費勤威

1 ・’、 3 5 ・・プ ．9 ．10 10 ・9 10 ．．．’・12 ＝10

箏へ晒曲 16 1 4 5 1 5 18 6 2 3 11 2
立幼萢園瞳者負担軽．

7 8 9 10 9 9 9 8 フ フ 7 7

その他 7
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※11隼度までは一般会計決算、12年度は一般会計当初予算1；よる。　　　　　　　　　　　　　　　　・17・
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腕区r区財政の現状と見通し2・001より抜粋



　○　区は、高齢者や障害者、軌幼児を持つ保護者に栽して、その負担の撃碑や干

　福祉の増進を畠的に各種手当牽支出しています。対象者数の自然増や、宛象を拡

　夫した結果、手当等の総額が増加してい孝す』

　0　12年度は、介護保険制魔の導入という新たな状況等を踏まえ・手当等g見直

　しを行いましたo

．手当等の総額の推移．．
80

億円

年産の主な手当’ 単位1億円）

8　度
9 10 11 12

老人福祉手当
20 ・’20 22 22 18

心身曄害者福祉手当 ’’10 ’10 11 11 ・、1

難病愚者福祉手当’’・「 6 ．・6 ．．・フ 」7 ・’7

乳幼児医療費助成 5 4 5 7 ．7

児童育成争当 5 5 5 ・5 ’5

※一般会計当初予算1二よる

痛助金・手当箏の見直し（r1竿年度　杉並区行財政再建緊急プラン」より）

1補助金　廃止15件、縮’1、等95件、再構築フ紙新親6件、拡充12件、

　　　　　　統舎1件

　　　　　　削癌額7億閂

2手当等　魔止11件、織峻2件、拡充16件

　　　　　　削癌額10｛慧円

※　削減額は、11年慶、12年摩一般会計当初予算で？比較
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I　文書催告・電話催告

督促状（地方税法329条①等）

催皆書
電話縫舎’

徴収の緩和制度

n　納’付申出

一括全額納付

分割納付

納付の委託

（’1）徴収獲予’

　　地方税法15条等

●実施磐所による区分

　　　所内調査

　　　所外調査

㎜　財産調査’
　　　質間・検査（国税徴収法141条）

　　　捜索（国税徴蚊法142条）　　　　　1

●調窟季段方法による歴分

1v　滞納処分
①．

差押（地方税法33エ条①等、

　　園税徴収法56・62・68・7ユ・72・73条）

換棚

配当　　　　　　　　　　　　　　　　：
（2）換価猶予
　　地方税法ユ5条5

w　滞納処分
②

交付要求（飽方税法831条④等・滞納・

　　　　　地分と強徹執行等との手続き

　　　　　に関する法律21～36条の14〕

参加差押（地方税法331条⑤等） （3〉滞納処分の停止

停止堆方税法15条7
解除地方税法15条7⑧1

差押を解除しなければならない場合

　　　　　（国税徴蚊法79条①）

V　差押の解除
養押を解除することができる場合

　　　　　　（国税徴収法79条②）
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☆「滞納処分の停止」 の取づ扱いにづいて位民続扱坪）

現在、r徽処分の停止」は、徴収織峻の叫とキして・地桶蝉1・条の字．の規

定により運営していますが、執行停止制度を十分に活用しているとは言えない状況です。

妄の触としセは、納綴としてのr取り扱い蝉」を制定していなかっ呼め・

①法令の一般的な解釈・運用だけでは適用範顕あ喚く、様々な滞納者の状況に応じた対

　応が’しにく’かったこと。

②財産籍の調査には多犬な時間を要するにも関わらず、調査の内容や範麗が定められて

　いなかったこと。

などがあげられまナ。

　そこで、制度の適正かっ門滑な運営いを図るため、以十のような「取り扱い基準」を定．

めることとします。

【目次】

1一滞納処分の停止の基本的な考え方

　（1）　執行停止の目的と効果

　　　　．＊　地方娩法索工5条の7索1墳

　　　　　＊　即時停止

　（2）　一部執行停止

2　執行停止に必要な調査範’囲

　（1）　事由に基づく調査の可否基準

　（2）　金額による調査塞率

　（3）　’地域性に墓づく調査基準

3　滞納処分の停止手続き

　（1）　執行停止調書の作威

　（2）　執行停止の通知

　（3）　執行停止の取消

　（4）　執行停止中の納付

執行停」止基準表

執行停止調書ユ・2号該妾　及び 3号該当
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ユ　滞納処分め停止の基未的な考え方

　（ユ）　執行停止め目釣と効果

　　　　　輪細処分あ停j」二は、滞納老が所在不明となったり、資力を失ったこと等により

　　　　滞納処分をすることができる財産がない場含等に区長が職権を以て強制徴収の手

　　　　続きを停止するものです。（以下．「執行停止」というJ・

　　　　　老の劫果として、停止後3年経遇により・（即時消減の場合は直ちに）納税義務

　　　　あミ消滅します。

　　　　　その目的は、納税が不可能な者に対し徴収をとりやめること（徴収緩和措置）

　　　　であ・ポまた、＝∵っには、徴収不可能な滞納税額を「不良1債権」として棚上げす

　　　　ること1にあります。執行停止は、滞納老の状況に応じた現実的な滞納整理の重要

　　　　な」環そす；それほ、幽確な調査が進んでこそ可能となるものであり、同じ不納

　　　　欠損となるものでも、時効で納税義務が消減するものとは、中身が違うと言えま

　　　　す。

＊　地方税法第15条の7第1項

　ユ号　滞納処分をすること．がで’きる財産がないとき

　2号　滞納．処分をすることによってその・生活を薯しく窮遺する恐れがあるとき

　3号　そめ所在及び滞納処分をする・こ・とができる財産がともに不明であるとき

＊　即時消滅

　　1号該当により執行停止した場合において、隈定承認など今後も納付の見込

　のないごとが明らかな場合には、納税義務を直ち．に消減させる（「員階消滅」と

　いいます。）’ことができます（地方税法第15条の7第5項）・

（2）　一部執行停止

　　　執行停止する場合は、滞納者が納付できない状況にあるわけです’から、滞納税

　　額の全額を対象とします。

　　　しかし、実際にぽ全額停止は適切ではないが∴部にっいて徴収不納と判断せざ

　　るを得ないケースも少なくありません。例えば、毎年課税はされるが小額で古い

　　年度に高額滞納があり、環在毎月小額の分納しかできないような場合です。

　　　こうしたケースでも古い年痩から煩次納付することを原貝阯にしています。と干

　　ろが、これでは完結までに長い年月を要し滞納整理上、現実自勺でなく、また、滞

　　納者の納税意欲の点からも好ましくありません。

　　　このように、納税に対する誠意が認められるが生活状況等から完結の見込みが

　　ない滞納者には、今後、状況に応じ一定の古い年度分については執行停止（r一部

　　執行停止」という。）することとします。

　　　差押中の老について一部執行停止する場合は、叢押に係る滞納税額のうち執行
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　　　停止する部分を除く税額が完納にならない限り差押は解除しません。従って、一

　　部執行停止はその税額の完納時点で手続きをし、併せて差押解除をしてください。

　　　なお、差押をしていない場合は、時効の絡みがありますので、随時一都執右停止

　　　め手続きをと・づてください鉋

2　執行停止に必要な調査の範顕

　　執存停止をするか否かの判断は；滞納者の財産讐の調査結果が決め手となります。し

　かし、こうした調査を全ての場合に行うことは、季間や実効性から見ても間題がありま

　す。

　　そこセ、必要な調査の範囲を次のよう・に定めま机まず・執行停止を事餓1」に・1・

　2与註当と3号該当の場合とに大別し、各々必要と思われる調査項目を設定します。次

　に溝納者の　①滞納税額　②層儀地域　によって、必要な調査あ範麗を絞り込むことと

　しまナ但

　　詳細は、別表1・2r執行停止調査基準運表」によりますが・塞本釣な考え方は次の

　とおりです。

　（1）　事由に基づく調査の可否基準

　　　　　地方税法第ユ5条の7第王項各号への適用は，次により処理してください。

　　　ア　1号該当一∴一財産がな’い場含

　　　　　滞納着が．「財産無し」と認められるときは、1号該当の執行停止としてくださ

　　　　い。停止す乏事由としては、次のようなものがあります。

　　　イ　　被産廃止

　　　　　　滞納老が地方裁判所から破産宣告を受け、その後・破産廃止（理由は破産財

　　　　　団を維持する費馬なし）となった場含は、裁判所よりr財産無し」と判断され

　　　　　た訳ですから、官報コピーを資料として他の財産調査等をしないで執行停止し

　　　　　て差し支えありません。

　　シ　　本人・死亡
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杉並区の債権の管理1・関する条例蹄蹄係脊榊1胸 1／2ぺ一ジ

　　　．○杉並区の債権の管理に関する条例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成十四年三月十九日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条例第二号
　（目的）・

第一条　この条例・は、区の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項及び区
雛鶴繁襲講擁二般的基準を痒めるご羊により1区の債権の管理の

　（’定義）

第；季．この条甲において「区の債権」とは、金銭の給付を目的とする区g権利をい
　・’つb

　’（他あ条例との関係）’

第三条．区の債権の管理に関する事務の処理については、他．の条例又はこれに基づく
　規員岨仁．特別の定め’がある場合を除くほか、この条例の定めるとこ・ろによる。
　（管理’め＝基準）．

第四条　区の債牽の管理に関する事務は、法令の定めるととろに祥い、区の債権の内
　容等に応じ．て、適到ご処理しなけれぱならない。
　（台帳への記載）・
第五条’．区長は、区の債権を適’正に管理するた．めに台帳を整傭するものとし、その記
　載内容については、区長が定める。
　（督促）
第六条・直長1‡、’区の債権にづいて、履行期限までに履行し珪い者があるときは・期
　限を’指定．Lてごれを督促しなけれぱならない。
　（強制執行奪）

第七条　区長は、区の債権（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十一

奮駁請1稽諫弩瞬灘概騨携艦暴艶箪誘留履
　行されないときは’；砕に掲げる措置をとらなけれぱならないよただし÷第十条の措
　置をとる場・合、・第’十一条の規定により履行期限を延長する場合その他特駆面事情が
　あると認める場合は、この限りでない。
　二’’鎮保の・付されている区の債権（保証人め保証がある区の債権を合む。）について
　　は、当該区の債権の内’容に従い、その担保を処分し、．若しくは競売その他の．担保
　　棒の実．行の手続をとり、又は保証人に対．して履行を請求する・こと。・
　二．債務各義のある区の債権（次号の措置により債．務名義を取得したものを含む．。）
　　にういてほ、強制執行の手続をと．ること。
　三前二号に該当しない区の債権（第一」号に該当する区の債権亡同号の措置をとづ
　　てなお履行されないものを含む。）については、訴訟手続（葬訟事件の手続を含
　　．む。）により履行を請求すること。
　（履行期限の繰上げ）
第八条　’区長・は、区の債権にっいて、履行期限を繰り上げることができる理由が生じ
　たときは、．遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰．り上げる旨の通知をしなけれぱ
　ならない。ただし、第．十一条第二項各号のいずれかに該当する場合そ．の他特に支障
　があると認める場合は、この限りでない。
　’（債権め申出等）．

第充・条・区1長ばぺ区の・廣権1こ’っいで、債務者が強制執行又は破産’の宣告を隻けたこと

　等を知うた場合において、法令の規定により区が債権者ζして配当の’要求その他債
　権の申出をするこζができるときは、直ちに、そのた．めの措置をとらなければなら
　ない。
2　前項に規定するもの．のほか、区長は、．区の債権を保全するため必要があると認め
　るときは、債務者に対し、担保の提供（保証人の保証を含む。）を求め、又は仮差押
　え若しくは仮処分の手続をとる等．必要な’措置をとらなければならない。
　（徴収停止）
第十条　区長は、区の債権（強制徴収により徴収する区の債権を除く。）で履行崩限後
　相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のい
　ずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めると
　きは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
　］　法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全く
　　なく、かつ、差し押さえることが・できる財産の価額が強翻執行の費用を超えない
　　と認められるとき。
　二　債務者の所在が不明であり、かっ、差し押さえることができる財産の価額が強
　　制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
　三　債権金額が少額で、敢立てに要する費用に満たないと認められるとき。
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杉並区の債権の管理に関する条例 2／2ぺ一・ジ

　（履行延期の特約等）
第十一条．区長は、区の債権（強制徴収により徴収する区の債権を除く。）について、
　次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期隈を延長する特約又は
　処分をすることが’できる。この場合において、当該区の債権の金額を適宜分割して
　履行期限を定めることを妨げない。
　≒　債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
　二　債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難そあり、かつ㌔．その現に
　　有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴坂上有利であると認めら

三れ益縞こついて災会、盗鉦その他の鋤が生じたことにより、融者が当繭

　　務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがや
　　むを得ないと認められるとき。
　四　損害賠償金又は不当利得による返還金に係る区の債権について、、債務者が当該
　　債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済にっき特に誠意を有
　　すると認められるとき。．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辛
　五　貸付金に係る区の債権にっいて、債務者が当妾貸付金の使途一に従？て第三者に
　．．貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、二第一号から第
　　三号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事撤三よわ、当該第
　　三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全
　　都を一時に履行することカミ困難であるとき。
2　区長は、履行期隈後においても、前項の規定により履行窺．隈を．延長する特約文は
　処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損
　害賠償金その他の徴塚金（以下「損害賠償金等」という。）に係る区の債権は、．徴収
　すべ’きもの．とする。
　（’免除）．

第十二条　区長は、前条の．規定により債務者が無資力文ぽこれに近い状態．にあるため
　履行延期の特約又は処分をした区の震権について、．当初の履行期限（当・初の履行期
　限後に’履行延期の特約又は処分をした場合な、最初に履行延期の特約又は処分をし
　た日）から十年を経遇した後において、なお、債務者が無資力文はこれに近い状態
　にあり、’かっ、．．弁済することができる見込みが’ないζ認められる．ときは、当該区の
　債．権及び・これに係る損．審賠償金等を免除することができる。
2　前項の規定は、前条第一項第五号に掲げる理由によ、り履行延崩の特約をした貸・付
　金に係る区の債権で、’岡号に規定．す．る第三者が無資力文はζれ．に近い状態にあるこ
　とに基づいて当該履岩延期の特約をしたものにっいて準用する。．この場合における
　免除にっいては、債務者が当該第三者に対する・貸付金’について免除することを条件
　としな’けれぱならない二
　（放棄）
第十三条　区長は、区の債権（強制徴収により徴蚊女る区の儘権を除く。）について、
　次’の各号のいずれかに該当する場合においては、当該区の債権及’びこれに係る損害
　靖箪金等を・放棄することができる。
　一　当該区の債権について消減時．効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込
　　みがあるとき。
　二　債務者が死亡し、毛の債務について限定承詔があった場合におい．て、その相続
　　財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける区の債
　．’権及び区以外の者の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

三二欝蟻封増難圭譜彗百葛滅籏砧晶蒜隷鞭
　　・当該区の廣権についてその責任を免れたとき。
　（委任）
第十四条　この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
　　　附　員国
　’こ’’の条例「は、公布の日から施行する直
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